
 
（本 約款 の適 用）  

第一 条  当 館 の 締 結 す る 宿 泊 契 約 及 び こ れ に 関 連 す る 契 約 は こ の 約 款 の

定め ると ころ によ るも のと し、こ の約 款に 定め られ てい ない 事項

につ いて は、 法令 又は 慣習 によ る もの とし ます 。  

２．  当館 は前 項の 規定 にか かわ らず 、この 約款 の趣 旨、法 令 及び 慣習

に反 しな い範 囲で 特約 に応 ずる こ とが でき ます 。  

 

（宿 泊引 受け の拒 絶）  

第二 条  当 館 は 次 の 場 合に は、宿 泊の 引受 けを お断 りす るこ とが あり ます 。 

①  宿泊 中の 申し 込み が、この 約款 に よら ない もの であ ると き。 

②  満室 （員 ）に より 客室 の余 裕が な いと き。  

③  宿泊 しよ うと する 者が 宿泊 に関 し 、法 令の 規定 又は 公の 秩

序若 しく は、善良 の風 俗に 反す る 行為 をす るお それ があ る

と認 めら れた とき 。  

④  宿 泊 し よ う と す る 者 が 伝 染 病 者 で あ る と 明 ら か に 認 め ら

れる とき 。  

⑤  宿泊 に関 し特 別の 負担 を求 めら れ たと き。  

⑥  天災、 施設 の故 障、そ の他 やむ を 得な い理 由に より 宿泊 さ

せる こと がで きな いと き。  

⑦  新潟 県旅 館業 者の 衛生 措置 の基 準 等に 関す る条 例第 9 条の

規定 する 場合 に該 当す ると き。  

 

（氏 名等 の明 告）  

第三 条  当 館 は 宿 泊 日 に 先 立 つ 宿 泊 の申 し 込 み （ 以下 ｢宿 泊 予 約 の 申 し込

み ｣と い う ） を お 引 受 け し た 場 合に は 、 期 限を 定 め て 、 そ の 宿泊

予約 の申 込者 に対 して 次の 事項 の 明告 を求 め る こ と が あ り ま す 。 

①  宿泊 者の 氏名 、性 別、 国籍 及び 職 業  

②  その 他当 館が 必要 と認 めた 事項  

 

（予 約金 ）  

第四 条  当 館 は 宿 泊 予 約の 申し 込み をお 引 受け した 場合 には、期限 を定 め

て、宿 泊期 間（宿 泊期 間が ３日 を 超え る場 合 ３ 日間）の宿 泊料 金

を限 度と する 予約 金の 支払 いを 求 める こと があ りま す。  

２．  前項 の予 約金 は、次 条 の定 める 場 合に 該当 する とき は、同条 の違

約金 に充 当し 、残 額が あれ ば返 還 しま す。  

 

（予 約の 解除 ）  

第五 条  当館 は、宿 泊予 約の 申込 者が 、宿 泊予 約の 全部 又は 一部 を解 除し

たと きは、次に 掲げ ると ころ によ り違 約金 を申 し受 けま す。た だ

し、団体 客（ ペイ イン グメ ンバ ー １５ 名以 上の もの をい う。以下

同じ）の一 部に つい て宿 泊予 約の 解除 があ った 場合 には、宿泊 日

の１ ０日 前の 日（ そ の日 より 後に 当館 が宿 泊予 約の 申し 込み をお

引受 けし た場 合に は、そ のお 引受 けし た日）にお ける 宿泊 人数 の

1 0％に あた る人 数（ 端数 が出 た場 合に は切 り上 げる ）に つい ては

この 限り では あり ませ ん。  

違約 金申 し受 け規 定  

①  一 般 客  

イ  宿 泊 日 の ２ 日 前 に 解除 した 場 合  

  宿 泊 者 １ 人 に つき その 宿泊 第 １ 日 目の 宿泊 料金 の 3 0％  

ロ  宿 泊 日 の 前 日 に解 除し た場 合  

  宿 泊 者 １ 人 に つき その 宿泊 第 １ 日 目の 宿泊 料金 の 5 0％  

ハ  宿 泊 日 当 日 に 解除 した 場合  

  宿 泊 者 １ 人 に つき その 宿泊 第 １ 日 目の 宿泊 料金 の 1 0 0％  

②  団 体 客  

イ  宿 泊 日 の ９ 日 前 の 日 か ら 宿 泊 日 の ２ 日 前 の 日 ま で に 解 除

した 場合  

宿泊 者１ 人に つき その 宿泊 第１ 日 目の 宿泊 料金 の 1 0％  

ロ  宿泊 日の 前日 に解 除し た場 合  

宿泊 者１ 人に つき その 宿泊 第１ 日 目の 宿泊 料金 の 2 0％  

ハ  宿泊 日当 日に 解除 した 場合  

 宿泊 者１ 人に つき その 宿泊 第１ 日 目の 宿泊 料金 の 5 0％  

２．  当 館 は 宿 泊 者 が連 絡を しな いで 宿 泊日 当日 の午 後 ６ 時（あ らか じ

め予 定到 着時 刻の 明示 され てい る 場合 は、そ の時 刻を ２ 時 間経 過

した 時刻）にな って も到 着し ない とき は、そ の宿 泊予 約は 申込 者

によ り解 除さ れた もの とみ なし 処 理す るこ とが あり ます 。  

３．  前 項 の 規 定 に より 解除 され たも の とみ なし た場 合に おい て 、宿 泊

者が、その 連絡 をし ない で到 着し なか った こと が列 車、航 空機 等

公 共 の 運 輸 機 関 の 不 着 又 は 遅 延 そ の 他 宿 泊 者 の 責 に 帰 さ な い 理

由に よる もの であ るこ とを 証明 し たと きは 、第１ 項の 違約 金は 戴

きま せん  

 

 

 

 

 

第六 条  当館 は、他 に定 める 場合 を除 くほ か、次 の場 合に は宿 泊予 約を 解

除す るこ とが でき ます 。  

①  第二 条、第 ３ 号か ら第 ７ 号 まで に 該当 する こと とな った と

き。  

②  第三 条、第 1 号の 事項 の明 告を 求 めた 場合 にお いて 、期 限

まで にそ れら の事 項が 明告 され な いと き。  

③  第四 条、第 1 号の 予約 金の 支払 い を請 求し た場 合に おい て

期限 まで にそ の支 払い がな いと き 。  

２．  当館 は前 項の 規定 によ り宿 泊予 約 を解 除し たと きは、その 予約 に

つい てす でに 収受 した 予約 金が あ れば 返還 しま す。  

 

（宿 泊の 登録 ）  

第七 条  宿泊 者は 宿泊 日当 日 、当 館の フロ ント オフ ィス にお いて 次の 事項

を当 館に 登録 して くだ さい 。  

①  第三 条、 第 1 号 の事 項  

②  外国 人に あっ ては 旅券 番号 、日 本 上陸 地及 び上 陸年 月日  

③  出発 日及 び時 刻  

④  その 他当 館が 必要 と認 めた 事項  

 

（チ ェッ クア ウト タイ ム）  

第八 条  宿泊 者が 当館 の客 室を おあ けい た だく 時刻（チ ェッ ク アウ トタ イ

ム） は、 午前 １０ 時と しま す。  

 

（営 業時 間等 ）  

第九 条  当館 施設 の営 業時 間は 次の とお り とし ます 。  

①   食 堂   朝 食   午前 ７時 から 午前 ８時 ３０ 分  

  夕 食   午後 ６時 から 午後 ７時 ３０ 分  

②   浴 場   午後 ３時 から 翌日 午 前 8 時  

③   売 店   午前 ７時 から 午後 ８時 ３０ 分  

④   洗 濯 室  ２４ 時間 営業  

⑤   自 販 機 コ ー ナー  ２４ 時間 営業  

 

（料 金の 支払 い）  

第十 条   料金 の支 払い は、通 貨 又は 当館 が 認め た旅 行小 切手、ク レジ ット

カー ド若 しく はク ーポ ン券 によ り 、宿 泊者 の出 発の 際 又は 当館 が

請 求 し た と き 当 館 の フ ロ ン ト オ フ ィ ス に お い て 行 っ て い た だ き

ます 。  

２．  宿 泊 者 が 客 室 の 使 用 を 開 始 し た の ち 任 意 に 宿 泊 し な か っ た 場 合

にお いて も宿 泊料 金は 申し 受け ま す。  

 

（利 用規 則の 厳守 ）  

第十 一条  宿泊 者は、当館 内に おい て、当館 が定 めて 当館 内に 掲示 した 利用  

規則 に従 って いた だき ます 。  

 

（宿 泊継 続の 拒絶 ）  

第十 二条  当館 はお 引受 けし た宿 泊期 間中 と いえ ども、次の 場合 には 、宿 泊

の継 続を お断 りす るこ とが あり ま す 。  

①   第 二 条 、第 3 号か ら第 ７ 号 まで に該 当す るこ とに なっ たと

き。  

②   前 条 の 利 用 規則 に従 わな い とき 。  

 

（宿 泊の 責任 ）  

第十 三条  当館 の宿 泊に 関す る責 任は 、宿泊 者が 当館 のフ ロン トオ フィ スに

お い て 宿 泊 の 登 録 を 行 っ た 時 又 は 客 室 に 入 っ た 時 の う ち い ず れ

か早 い時 に始 まり 、宿泊 者が 出発 する ため 客室 を空 けた とき に終

わり ます 。  

２．  当 館 の 責 に 帰 す べ き 理 由 に よ り 宿 泊 者 に 客 室 の 提 供 が で き な く

なっ たと きは、天災 その 他の 理由 によ り困 難な 場合 を除 き、宿 泊

者に 同一 又は 類似 の条 件に よる 他 の宿 泊施 設を 斡旋 しま す 。こ の

場合 には 、客 室の 提 供が 継続 でき なく なっ た日 の宿 泊料 金を 含む

その 後の 宿泊 料金 はい ただ きま せ ん。  


